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第１ 設置運営事業候補者選定基準の位置付け  

 

本選定基準は、特定複合観光施設区域整備法（平成 30 年法律第 80 号）に基づき、中部国際空

港島において、特定複合観光施設を設置及び運営する事業並びにこれに附帯する事業（中部国際

空港島特定複合観光施設設置運営事業。以下「本事業」という。）を実施する民間事業者（以下

「設置運営事業者」という。）の候補者（以下「設置運営事業候補者」という。）を選定するため

の方法、手順及び審査項目等を示したものであり、募集要項と一体のものである。 

なお、本選定基準において使用している用語の定義は、募集要項に定めるところによる。  

 

第２ 設置運営事業候補者の選定方法  

 

１ 選定方法の概要  

愛知県（以下「県」という。）は、本事業への参加を希望する民間事業者（以下「応募者」

という。）を募集要項に基づいて公募し、公平性、公正性及び透明性の確保を徹底して設置運

営事業候補者を選定するものとする。 

本選定基準は、応募者が、募集要項に定める参加資格要件や事業条件を満たすことを前提と

して、各審査項目に対する審査のポイント、配点等を定めたものである。 

設置運営事業候補者の選定は、県が募集要項に示す参加資格要件の充足を審査する「参加資

格審査」及び、具体的な事業計画等を審査し、設置運営事業候補者を選定する「提案審査」の

２段階に分けて実施する。 

  

２ 選定の体制  

県は、設置運営事業候補者を選定するに当たり、客観的な評価を行うために、有識者等から

なる評価委員会（以下「委員会」という。）を開催することとする。 

委員会の構成は募集要項に記載のとおりである。 

県は、委員会における審査を踏まえ、設置運営事業候補者及び次点設置運営事業候補者を決

定する。 

 

第３ 審査の手順及び方法 

 

１ 参加資格審査 

県は、参加資格審査書類について、募集要項に示す参加資格要件を充足しているかどうか審 

査を行う。詳細は、募集要項に記載のとおりである。 

参加資格審査は、提案審査に先立って行い、参加資格要件を充足しない応募者は失格となり、 

提案審査を受けることができない。また、参加資格審査を通過した応募者についても、その後   

に参加資格要件を満たさないことが判明した場合は、その時点で失格となり、その後の審査を 

受けることができない。 

 

２ 提案審査 

県は、提案審査へ参加する応募者（以下「提案審査参加者」という。）が提出する提案審査

書類について、以下の手順により提案審査を行う。 

（１） 県は、提案審査書類について、参加資格審査通過者の提案内容が募集要項等に定める

事業条件（以下「事業条件」という。）を充足しているか確認を行う。 

（２） 県は、（１）で確認を行った結果を委員会に報告する。 

（３） 委員会は、県の報告を踏まえて、提案審査書類について評価を行う。評価は、書類審 

査及びプレゼンテーション等（質疑応答を含む。）による提案内容を確認した上で、本選 
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定基準に基づき行う。 

（４） 提案審査では、提案された計画が優れたものとなっているか、具体的で適切なものと 

なっているか、また、それらが実現性の高いものかどうかなどについて審査を行う。  

 

３ 提案審査における審査基準  

（１）審査項目 

提案審査における審査項目及び審査のポイントは、表２「提案審査における審査項目」

に記載のとおりである。 

 

（２）得点の計算方法 

ア 審査項目の配点は、表２「提案審査における審査項目」に記載のとおりである。委員

が提案内容を評価するに当たっては、審査項目（中）ごとに審査のポイントに挙げた事

項を考慮して、表１に基づき評価する。 

 

表１ 審査項目（中）ごとの評価結果及び得点化方法 

評価 評価結果 得点化方法 

Ｓ 極めて優れている。 配点×100％ 

Ａ 非常に優れている。 配点×80％ 

Ｂ 優れている。 配点×60％ 

Ｃ やや優れている。 配点×40％ 

Ｄ わずかに優れている。 配点×20％ 

Ｅ 優れているとは認められない。 配点×０％ 

 

イ 県は、各委員による各審査項目（中）の評価結果を得点化方法に照らして算出した得 

点の平均点を当該項目の点数として算出する。この方法によって算出された各審査項目 

（中）の点数を合計し、提案審査参加者の得点を算出する。 

 

ウ ただし、上記の方法により算出された得点が同点となる提案審査参加者がある場合は、

提案審査参加者が評価Ｓを得た審査項目（中）の数を県で集計し、最も数の多い者を上

位とする。 

 

エ なお、提案審査の結果、次の項目のいずれかに該当する提案審査書類については、審

査基準を満たさない提案として、失格とする。 

(ｱ) 審査項目（大）ごとの点数において、配点の５割を基準とし、それに満たない提

案 

(ｲ) 審査項目全ての合計点数において、配点の６割を基準とし、それに満たない提案 

 

４ 設置運営事業候補者等の選定  

県は、作成した得点案を基に、提案審査における得点及び順位を決定し、常滑市及び愛知

県公安委員会との協議を経て、第１位順位の者を設置運営事業候補者として選定する。また、

第２位順位の者を次点設置運営事業候補者とする。 

なお、選定後に設置運営事業候補者が参加資格要件を充足しないことが判明した場合は、

その候補者は失格とし、次点設置運営事業候補者を繰り上げて設置運営事業候補者とする。 
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５ 審査結果等の通知及び公表  

県は、審査の結果を、提案審査参加者に対して通知するとともに、選定基準及び選定方法

並びに評価の過程及び結果に応じた選定過程の透明性を示すために必要な資料（公表するこ

とにより、当該民間事業者の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれのあるも

のを除く。）と併せて、県の Web ページへの掲載その他適宜の方法により公表する。なお、県

は、審査についての質問には一切応じられない。 

 

６ 審査手順のフローチャート 

結果公表までの審査手順をフローチャートに表すと、次のとおりになる。 

 

 

 

      

      

  参加資格審査 

 

 

 

 

 

 

 

  提案審査 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

設置運営事業候補者の選定 

失格 
未充足 

充足 

審査結果等の通知及び公表 

参加表明書等及び参加資格審査書類の提出 
 

参加資格要件の充足確認 

提案審査書類の提出 

事業条件の充足確認 

提案内容の審査及び評価 

常滑市及び愛知県公安委員会との協議 
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【表２ 提案審査における審査項目】 

 
審査項目（大） 審査項目（中） 審査のポイント 配点 計 

1  国際競争力の

高い魅力ある

滞在型観光へ

の寄与 

(1) 

統合型リゾート(IR)区域

全体のコンセプト 

・ IR 区域全体のコンセプトが、明確であり、極

めて高い国際競争力を有する優れたものであると

ともに、他国の成功事例の模倣ではなく、独自性

を有するものであるか。 

・ コンセプトが IR 事業の取組に効果的に反映さ

れているか。 

30 450 

(2) 

IR 区域内の建築物のデザ

イン及び配置 

・ IR 区域内の建築物のデザインが、IR 区域全   

体のコンセプトを具現化しており、愛知ひいては

日本の新たな象徴となり得る先進性や他には見ら

れない魅力を有するとともに、周囲の景観や環境

と調和したものであるか。 

・ IR 施設が有機的連携をもって配置されて一体

性があり、施設相互の相乗効果のある空間を形成

したものであるか。特に、IR 区域の南北に長い形

状を円滑に移動するための措置を講じ、IR 区域全

体が一体となる計画が具体的に提案されている

か。 

30  

(3) 

IR 施設の規模 
・ 日本を代表する観光施設にふさわしい、これま

でにないスケールを持つ施設であるか。 

10  

(4) 

ユニバーサルデザイン、

環境負荷低減、多文化共

生、フェアトレード 

・ 障害者、高齢者、妊婦、乳幼児連れの人といっ

た、配慮を必要とする来訪者それぞれの多様なニ

ーズに対応できるユニバーサルデザインの観点

や、環境負荷低減、多文化共生、フェアトレード

の観点から、世界の最先端であり、模範となるも

のであるか。 

・ 経営層、従業員等の女性登用や、障害者の雇用

など、多様な人材が活躍できるよう配慮されてい

るか。 

30  

(5) 

MICE 施設 

（国際会議場施設及び展

示等施設） 

・ 開催が想定される最大規模の MICE に対応でき

るなど、日本のMICEビジネスの国際競争力を飛躍

的に向上させ、アジア・太平洋地域における MICE

ビジネスのリーダーとしての地位をより盤石にす

るために十分なスケールを有するか。 

20  

・ 国際連合の会議、各国との首脳級会合、閣僚級

会合などの重要な国際会議や、学会などの会議、

グローバル企業をはじめとする様々な企業の会

議、企業が行う報奨及び研修旅行に付随する催事

などの高度な需要に十分対応できるよう必要な機

能を有し、施設の使い勝手が良く、上質で洗練さ

れた内装であり、水準の高い飲食サービスが提供

できるなど、国際競争力の高い、優れたクオリテ

ィであるか。 

50 

・ 誘致しようとする MICE のターゲットが明確で

あるか。 

・ 誘致、企画及び運営に必要な体制及びノウハウ 

を備えているか。 

・ 施設の管理や運営、誘致において、愛知国際会

議展示場株式会社と効果的に連携・協力する提案

がなされているか。 

・ 誘致に関して、官民連携組織との効果的な連

携・協力の提案がなされているか。 

50 
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(6) 

魅力増進施設 

・ 世界中の観光客を引き付けることのできる、国

際的に最高水準のエンターテインメント性を有す

る公演、展示、イベント等を提供するとともに、

これを通じて愛知・日本の伝統、文化、芸術、先

端技術、四季折々の自然などの様々な魅力を、幅

広く又はより深く、これまでにないクオリティで

発信するものであるか。 

・ 計画された事業を実施するために必要な体制及

びノウハウを備えているか。 

・ リピートを促す誘客効果の維持向上のための取

組が効果的に実施されるか。 

50  

(7) 

送客施設 

・ IR への来訪者を、中部圏をはじめ日本各地の

魅力ある観光地に送り出すために、各地の観光の

魅力を伝えるショーケースとしての機能や、旅行

者に必要なサービスの手配を一元的に行うコンシ

ェルジュとしての機能を、十分に果たすものであ

るか。 

・ 中部圏をはじめ日本各地の観光地への MICE 施

設利用者をはじめとするIR来訪者の送り出しや、

送客先の観光地づくりとの連携など、計画された

事業を実施するために必要な体制及びノウハウを

備えているか。 

50  

(8) 

宿泊施設 

・ 諸外国の IR における宿泊施設と比較して、客

室の広さ、構成、設備が国際競争力を有するとと

もに、IR 区域への来訪者の宿泊需要に適切に対応

できる規模を持つものであるか。 

20  

・ レストランなどの飲食サービスやその他付帯サ

ービスのラインナップやクオリティが、国際競争

力の高い、優れたものであるか。 

10 

・ 来訪者の満足につながる質の高いサービスが提

供されるとともに、計画された事業を実施するた

めに必要な体制及びノウハウを備えているか。 

30 

 
(9) 

その他観光旅客の来訪及

び滞在の促進に寄与する

施設 

・ コンテンツやサービスが、国際競争力の高いク

オリティを有し、外国人旅行客をはじめとした幅

広い人々が楽しむことのできる観光資源となる施

設であるか。 

・ 施設の運営やコンテンツの調達・開発など、計

画された事業を実施するために必要な体制及びノ

ウハウを備えているか。 

30  

(10) 

カジノ施設 

・ IR 区域全体のコンセプトと調和し、他の施設

とバランスの取れた規模、デザイン及び配置とな

っているか。 

・ 健全なカジノ施設とするための取組が適切に実

施されるか（自然光の採光によるゲームへの没入

感の抑止など）。 

・ カジノ施設を利用しない IR 利用者への配慮が

なされているか。 

20  

 
(11) 

IR 区域の整備の推進に

関する施策・措置 

・ 交通アクセス改善、インフラ整備、MICE 誘

致、観光誘客の取組が優れたIR区域を整備するた

めに効果的であるとともに、それらが円滑に実施

されるか。 

20  
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２ 経済的社会的

効果 

(12) 

観光への効果 

・ 大規模な国際会議をはじめとする MICE の開催

件数や、国内外から IR 区域への来訪者数、送客

施設の機能による他地域への観光客数の増加件

数・人数や伸び率が大きく見込まれているか。ま

た、このような観光への効果は、説得力のある手

法やデータを用いて精緻に推計されており、その

推計方法が示されているか。 

50 100 

 
(13) 

地域経済への効果 

・ IR 区域への来訪者による旅行消費額の増加額

や伸び率、地域における雇用創出、IR 施設の開

業までの初期投資など、地域経済への効果が大き

く見込まれているか。また、このような地域経済

への効果は、説得力のある手法やデータを用いて

精緻に推計されており、その推計方法についても

示されているか。 

50  

３ 事業を安定的 

・継続的かつ 

安全に運営で 

きる能力及び 

体制 

(14) 

IR 事業者やその構成員

が事業を確実に遂行で

きる能力、役割分担と 

連携 

・ 区域整備計画の認定後、速やかに IR 区域の整

備を進められるよう、建設会社を確保しており、

また、設計・建設及び開業準備等のために適切な

実施体制が取られているか。 

・ 適切な工程・スケジュールが組まれているか。 

50 250 

・ IR 事業者やその構成員が事業を確実に遂行で

きる能力を有すると認められるか。また、構成員

の間での役割分担と連携が適切に行われている

か。 

・ 法令遵守状況に関する不適切な経歴や活動など

がなく、かつ今後もIR事業者及びその株主におけ

るコンプライアンスの確保、反社会的勢力の排除

など、カジノ事業の免許を受ける上で必要な内容

が確実に履行される体制となっているか。 

50 

(15) 

財務の安定性 
・ 財務面からみて事業が安定的であり、業績が下

振れした場合にも適切に対応し、長期的に事業を

継続できるか。 

50 

(16) 

防災及び減災のための 

取組等 

・ 防災・減災のための取組並びに IR 区域及び IR

施設に係る安全の確保のための取組が適切に講じ

られるとともに、災害その他のリスク事象につい

て、発生時における来訪者への情報提供や救援物

資の提供その他の適切なオペレーションや、損害

に備えた保険の付保などが適切に講じられるか。 

・ 感染症対策その他の健康・衛生の確保のための

取組が適切に講じられるか。特に感染症対策につ

いては、IR は様々な機能を持つ施設が一体となっ

た施設であることから、先行する諸外国のIRにお

ける取組例や、感染症の発生の状況に応じて定め

られる、IR を構成する各種施設における感染防止

のためのガイドラインなども踏まえ、対策内容や

実施体制を定めた計画を策定し、発生時に適切な

対策が講じられるか。 

50 

(17) 

地域貢献に関する取組 
・ 地域における良好な関係の構築のため、地元自

治体、地元経済団体及び周辺地域で活動している

団体などと幅広い連携を図り、多様な形で主体的

に地域に貢献する計画についての具体的な提案が

なされているか。 

50 
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４ カジノ収益の

活用 

(18) 

カジノ事業の収益の活用 
・ カジノ事業の収益を十分活用するとともに、そ

の他の収益も活用して、IR の開業後も長期的に

世界中の観光客を引き付けることのできる魅力的

な施設やコンテンツを継続的に創り出すなど、IR

施設の整備その他 IR 事業の事業内容の向上や県

が実施する区域整備計画に関する施策への協力等

が行われるか。 

50 50 

５ カジノ施設の

設置及び運営

に伴う有害な

影響の排除等 

(19) 

カジノ施設の設置及び運

営に伴う有害な影響の排

除 

・ 最新の技術を活用したカジノ施設及び IR 区域

内の適切な監視や警備、国内外の最新の知見やベ

ストプラクティスを踏まえた依存防止対策の強化

その他のカジノ施設の設置及び運営に伴う有害な

影響の排除を行うために必要な施策及び措置につ

いて適切に講じられるか。 

150 150 

   合計 1,000 

 


